
☆
憲
法
改
正
草
案
七
つ
の
不
安

自
民
党
憲
法
改
正
草
案
は
、
沢
山
の
問
題
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、
私
た
ち
浜
松
市

憲
法
を
守
る
会
が
最
も
心
配
す
る
事
を
七
つ
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

①
【
前
文
】(
現
）
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す

る
事
を
決
意
」
→
こ
れ
が
ば
っ
さ
り
削
ら
れ
「
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
を
戴
く
国
家
」

が
前
面
に
現
れ
ま
し
た
。
戦
争
の
反
省
が
後
退
し
戦
前
の
国
家
主
義
が
見
え
て
き
ま
す
。

②
【
天
皇
・
国
歌
・
国
旗
・
元
号
】
象
徴
と
言
い
な
が
ら
天
皇
を
元
首
（
国
の
代
表
）
と
し
、

国
旗
と
国
歌
を
義
務
づ
け
、
年
号
は
世
界
の
流
れ
に
逆
行
し
た
元
号
（
天
皇
を
基
底
に
し
た
年

号
）
に
し
て
い
ま
す
。
天
皇
が
前
に
出
て
き
て
民
主
主
義
が
後
退
し
て
い
ま
す
。

③
【
戦
争
放
棄
】
現
九
条
タ
イ
ト
ル
「
戦
争
の
放
棄
」
が
削
除
さ
れ
、
「
安
全
保
障
」
に
か
わ
り

国
防
軍
を
持
つ
と
な
り
ま
し
た
。
一
応
「
戦
争
の
放
棄
」
は
謳
わ
れ
て
い
ま
す
が
「
自
衛
権
の

発
動
」
は
別
だ
と
言
い
ま
す
。
一
見
正
論
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
「
こ
れ
は
自
衛
の
戦
争
だ
！
」
と

言
い
さ
え
す
れ
ば
、
戦
争
の
放
棄
は
骨
抜
き
に
な
り
ま
す
。

④
【
国
の
宗
教
活
動
】（
第
二
〇
条
）
現
行
条
文
に
「
た
だ
し
、
社
会
的
儀
礼
又
は
習
俗
的
行
為

の
範
囲
を
超
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
を
追
加
し
ま
し
た
。
「
こ
れ
は
社

会
的
儀
礼
だ
、
習
俗
的
行
為
だ
」
と
言
え
ば
、
国
・
行
政
の
公
人
が
宗
教
行
事
に
参
加
し
、
結

果
と
し
て
特
定
の
宗
教
を
優
遇
す
る
事
に
つ
な
が
り
ま
す
。

⑤
【
個
人
の
権
利
・
義
務
】
一
三
条
の
「
個
人
の
尊
重
」
に
お
い
て
「
個
」
と
い
う
文
字
が
削

ら
れ
ま
し
た
。
抽
象
的
な
人
間
尊
重
に
と
ど
ま
り
、
個
性
の
大
切
さ
、
個
人
の
自
由
な
ど
が
後

退
し
て
い
ま
す
。
個
人
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
一
方
、
公
益
・
公
の
秩
序
が
頻
繁
に
出
で
て
き

て
、
そ
れ
に
従
う
義
務
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑥
【
表
現
の
自
由
】
二
一
条
。
こ
こ
で
も
公
益･

公
の
秩
序
が
登
場
し
ま
す
。
問
題
は
そ
の
解
釈

で
す
。
何
で
も
な
い
デ
モ
や
、
ネ
ッ
ト
上
の
発
言
で
も
、「
そ
れ
は
公
益
・
公
の
秩
序
に
反
す
る
」

と
断
定
さ
れ
る
と
禁
じ
ら
れ
ま
す
。
今
ま
で
な
か
っ
た
制
約
が
か
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

⑦
【
憲
法
の
改
正
手
続
き
】
現
憲
法
で
は
憲
法
改
正
の
発
議
は
国
会
議
員
の
３
分
の
２
以
上
の

賛
成
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
草
案
で
は
２
分
の
１
に
な
っ
て
い
ま
す
。
普
通
の
法
律
並

み
に
な
り
、
立
憲
主
義
（
憲
法
が
権
力
の
暴
走
を
縛
る
も
の
）
の
主
旨
が
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
改
憲
し
や
す
く
な
る
た
め
、
政
権
交
代
の
度
に
前
政
権
へ
の
意
趣
返
し
で
改
憲
合
戦
に
な

り
、
憲
法
の
尊
厳
は
ま
る
で
な
く
な
り
ま
す
。

★
最
も
危
険
な
改
正
で
す
。

二
〇
一
三
年
六
月
九
日(

日
）

第
五
五
六
回
憲
法
を
守
る
平
和
行
進

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

★
６･

１
８
浜
松
大
空
襲
と
平
和
憲
法
を
心
に
刻
む
会
（
当
会
主
催
）
の
ご
案
内

６
月
１
８
日
（
火
）

時

分
か
ら
、
遠
州
教
会
に
て
一
九
四
五
年
の
こ
の
日
の
体
験
談
を
聞
き
、

１８

３０

平
和
憲
法
に
つ
い
て
語
り
合
う
会
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
参
加
下
さ
い
。

◆憲法の三原則：平和主義、民主主義、基本的人権◆

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



〔
憲
法
前
文
抜
粋
〕

【
現
行
前
文
】
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す

る
こ
と
を
決
意

【
自
民
草
案
】
日
本
国
は
、
長
い
歴
史
と
固
有
の
文
化
を
持
ち
、
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る

天
皇
を
戴
く
国
家


